


小規模企業者等設備貸与事業
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北海道内の中小企業者が利用できる公的な設備貸与制度

設備割賦販売 設備リース
機械等の設備を

分割払いで販売します
機械等の設備を
リースします



制度の仕組み
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当センターが 設備販売業者から

機械等(重機・車輛を含む)を購入

当センターと申込企業とで

割賦販売契約またはリース契約

を締結し、当センターへ分割支払

設備販売業者が当該機械等を

申込企業に設置



制度概要
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制度概要
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制度利用のメリット
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1

2

3

金融機関の借入枠外での設備導入が可能

期間別の固定金利（年利率1.8~2.0%）で利用可能

信用保証料は不要です

当センター会員向けの利子補給制度の利用で

当初3年間年率0.8%から利用可（別途年会費が必要です）

最長10年の支払期間で利用可能
当該設備の法定耐用年数＋2年または10年が最長



お申込みから支払い完了まで
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対象設備例
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ご利用事例
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相談のきっかけ

制度利用のメリット大針印刷株式会社

所 在 地 浦河郡浦河町
設 立 年 月 昭和26年３月
事 業 内 容 印刷業
設備納入日 令和5年6月

「昭和63年、先代の時代に自社で賄いきれなかった受
注が多くなってしまい、外注費用が嵩んでしまった。その
ため設備更新を検討していた際、地元の日高振興局から制
度の紹介があり、センターに相談した。」ことがきっかけ。
当時最新の印刷機を導入することができたことで、内製化
が進み、収益の改善に貢献した。

設備更新時や増設時は、設備貸与制度を活用しており、
昭和63年からこれまでに計11回、直近では、令和元年、
令和3年、令和5年と継続的に利用いただいている。

設備の調達手段を金融機関とセンターを使い分けることで、金
融機関からの運転資金の借入枠を温存でき、調達間口を広げるこ
とが出来た。
また、信用保証料がないことや利子補給制度（センター会員向

け）があることをあげられ、「金融機関からの借入よりも良い条
件で設備を導入することができて、大変助かっている。」と評価
をいただいた。

今 後 の 展 望

「費用の安いインターネット注文が競合であるが、当社は短

納期が強み。また、多様化する要望に応えられるよう今後も設

備投資は必要と考えている。」「従業員の高齢化が進む中、設

備投資を行うことで業務効率化ができ、事業や雇用の維持にも

つながっている。人口減少が著しい地域ではあるが、これから

も地道に長く事業を続けていくために、今後も制度を活用した

いと思っているので、よろしくお願いします。」との言葉をい

ただいた。



設備の導入時は

是非本制度利用を

ご検討ください！

お問合せ先
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(公財) 北海道中小企業総合支援センター 金融支援部 金融支援Ｇ

011-232-2404  taiyo@hsc.or.jp

https://www.hsc.or.jp/consul/facility_small/

mailto:taiyo@hsc.or.jp
https://www.hsc.or.jp/consul/facility_small/

